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※ 本計画書での「障害者」、「障害」の表記について 

 「障害者」、「障害」の表記について、法令等に基づくものや固有名詞などを除き、原則

として「障がい者」、「障がい」と表記します。 

 

※ 本計画書での「障がい者」、「障がい児」、「障がい者等」とは 

 「障がい者」は１８歳以上の障がい者を、「障がい児」は１８歳未満の障がい児を、「障

がい者等」は１８歳以上の障がい者及び１８歳未満の障がい児をそれぞれ表すものとしま

す。 

 

※ 本計画書の見込みの数値について 

「第２章 計画の目標」及び「第３章 サービスの見込量と見込量確保のための方策」

の各項目における令和３年度から令和５年度までの見込みの数値については、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を考慮し、令和元年度までの実績等に基づき算出しています。 

なお、令和２年度の見込みの数値については、令和２年４月から８月までの実績に基づ

いています。 



第１章 計画の基本的な考え方 

1 

第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の背景と趣旨 

本市では、平成２８年３月に策定した「第４次越谷市障がい者計画」において掲げた「障

がいのある人もない人も分け隔てられることなく、ともに育ち、ともに働き、ともに暮ら

すことのできる地域社会」の基本理念に基づき、各種障がい福祉施策を進めてきました。 

また、平成３０年３月には、障害者総合支援法※1及び児童福祉法に基づき、障害福祉サ

ービスや障害児通所支援等の提供体制の確保に関する事項について定める「第５期越谷市

障がい福祉計画・第１期越谷市障がい児福祉計画」を策定し、効率的・効果的な障がい者

等への支援体制の充実を図ってきました。 

「第６期障がい福祉計画」及び「第２期障がい児福祉計画」の策定に際し、国から提示

された基本的な指針※2においては、地域生活を希望する障がい者が地域での暮らしを継続

することができるような体制の確保や地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構

築、障害福祉サービス等の提供を担う人材の確保等についての考え方が追加されています。

また、障害者文化芸術活動推進法※3や読書バリアフリー法※4の施行など、障がい者の社会

参加の促進に係る法整備も進んでいることを踏まえ、障がい者の社会参加を支える取組み

も求められています。 

本市では、国の基本的な指針をはじめとする国・県の法制度や動向や本計画と同時に策

定している「第５次越谷市障がい者計画」等を踏まえ、「第６期越谷市障がい福祉計画・第

２期越谷市障がい児福祉計画」を策定し、引き続き、総合的な障がい者等への支援体制の

確立を目指します。  

                            
※1 障害者総合支援法（正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」）： 

障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念に

基づき、福祉サービス等について、一元的に提供する仕組みとして施行されている法律で

す。 

※2 基本的な指針（正式名称「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保

するための基本的な指針」）： 

令和２年５月１９日に改正。障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくもので、都道府県や

市町村が「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を定めるにあたり、即すべき事項について規

定されています。 

※3 障害者文化芸術活動推進法（正式名称「障害者による文化芸術活動の推進に関する法

律」）：平成３０年６月１３日に公布、施行。障がい者による文化芸術活動の推進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮

及び社会参加の促進を図ることを目的とする法律です。 

※4 読書バリアフリー法（正式名称「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」）： 

令和元年６月２８日に公布、施行。書籍について、視覚による表現の認識が困難な障がい者

の読書環境の整備を計画的に推進することを目的とする法律です。 
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第５次越谷市総合振興計画 

第３次越谷市地域福祉計画 
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国・県の計画 

障害者基本計画（国） 
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教育振興基本計画 

障がい者活躍推進計画 
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２．計画の位置づけ 

 

① 本計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「第６期越谷市障がい福祉計  

画」及び「第２期越谷市障がい児福祉計画」を一体のものとして策定するものです。 

② 本計画は、本市の障がい者の福祉について、その理念や方針、施策の方向を明らかに

する「第５次越谷市障がい者計画」に掲載されている障がい福祉施策のうち、障害福祉

サービスや障害児通所支援等の提供体制の確保等に関する事項を定めるものです。本計

画の策定にあたっては、「第５次越谷市障がい者計画」と整合を図ったものとします。 

③ 本計画は、国の「障害者基本計画」、県の「障害者支援計画」を踏まえるとともに、本

市の関連分野の各計画との連携・調整を図ったものとします。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

健康づくり行動計画 

など 
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～障がい福祉に関する計画の策定する法的根拠及び計画において定める事項～ 

 

① 越谷市障がい福祉計画（本計画） 

障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」であり、国の基本指針に沿って、障

害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項を定め

るものです。 

 

 

 

 

 

【定めることとされている項目】 

１） 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に

関する事項 

２） 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の

種類ごとの必要な見込量 

３） 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 
 

② 越谷市障がい児福祉計画（本計画） 

児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、国の基本指針に沿って、障害児

通所支援や、障害児相談支援の提供体制の確保に関する事項を定めるものです。 

 

 

 

 

 

【定めることとされている項目】 

１） 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

２） 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 
 

③ 越谷市障がい者計画 

障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、本市の障がい者の福祉について、

その理念や方針、施策の方向を明らかにする基本的な計画として策定するものです。 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画で定めている福祉サービスの提供体制等に関する

ことのみならず、雇用の促進・教育の充実・生活環境の整備など障がい者の福祉に資す

る幅広い分野の取組みについて定めています。 

 

 

 

  

障がい者計画策定の根拠 ～障害者基本法第十一条より～ 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町

村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する

基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

障がい児福祉計画策定の根拠 ～児童福祉法第三十三条の二十より～ 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保

その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障

害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

障がい福祉計画策定の根拠 ～障害者総合支援法第八十八条より～ 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に

基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定める

ものとする。 
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３．計画の期間 

本計画は、国の基本指針に基づき、令和３年度から令和５年度までを計画期間とし、最

終年度となる令和５年度には、３年間の成果を踏まえ次年度から始まる次期計画を策定す

る予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．基本理念 

本市の障がい者の福祉について、その理念や方針、施策の方向を明らかにする「第５次

越谷市障がい者計画」では、「障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、ともに

育ち、ともに働き、ともに暮らすことのできる地域社会」を基本理念としています。 

本計画は、「第５次越谷市障がい者計画」に掲載している障がい福祉施策のうち、障害福

祉サービス等の提供体制の確保等に関する実施計画として位置付けられています。 

このことから、本計画は、「第５次越谷市障がい者計画」の基本理念を踏襲することとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

総合振興計画

地域福祉計画

障がい者計画

障がい福祉計画

障がい児福祉計画

第４次計画基本構想 第５次計画基本構想（R12年度まで）

第４次計画後期基本計画 第５次計画前期基本計画 後期基本計画（R12まで）

第２次計画（改定版） 第３次計画 第４次計画

第４次計画 第５次計画 第６次計画

第５期（第１期）計画
第６期（第２期）計画

（本計画）
第７期（第３期）計画 第８期（第４期）計画

基 本 理 念 
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５．国の基本指針について 

本計画の策定にあたっては、第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の作成にあ

たって国が示した「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針」に掲げられている以下の事項も踏まえています。 

 

国の基本指針で掲げられている考え方（項目名を抜粋） 

 

１ 基本的理念 

（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

（２）市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福祉サ 

ービスの実施等 

（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応  

したサービス提供体制の整備 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組み 

（５）障がい児の健やかな育成のための発達支援 

（６）障がい福祉人材の確保 

（７）障がい者の社会参加を支える取組み 

２ 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方 

（１）訪問系サービスの保障 

（２）日中活動系サービスの保障 

（３）グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 

（４）福祉施設から一般就労への移行等の推進 

（５）強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい者に対する支援体制の充実 

（６）依存症対策の推進 

３ 相談支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方 

（１）相談支援体制の整備 

（２）地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

（３）発達障がい者等に対する支援 

（４）協議会の設置等 

４ 障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方 

（１）地域支援体制の構築 

（２）保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

（３）地域社会への参加・包容の推進 

（４）特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

（５）障害児相談支援の提供体制の確保 
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第２章 計画の成果目標 
 

障がい者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援等の課題に対応するた

め、国の基本指針に基づき、令和５年度を目標年度とする必要な障害福祉サービス等及び

障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標を設定します。 

国の基本指針では、以下のとおり成果目標を設定することを求めています。 
 

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の基本指針では、福祉施設の入所者の地域生活への移行を進める観点から、令和５年

度末までの地域生活に移行する人数等について、以下のとおり目標を設定することとして

います。 
 

【国基本指針及び県における目標】 

国の基本指針の考え方 県の考え方 

 令和５年度末までの施設入所者の地域生活

移行数 

→令和元年度末の施設入所者数の６％以上

とする。 

 令和５年度末における施設入所者数 

→令和元年度末の施設入所者数から１．６％

以上削減する。 

  地域移行者数は国と同様６％以上とする。 

 障害者施設入所者の削減数の数値目標は

設定しない。 

《設定しない理由》 

本県の入所待機者は年々増加しており、特

に強度行動障がいや重度の重複障がいなど

により、地域生活が困難な者が多数入所待

ちをしている状況であるため 
 

本市においては、これまでの施設入所者の地域生活移行及び施設入所者数の実績等を踏

まえ、次の表２－１のとおり目標を設定します。 
 

表２－１ 本市における施設入所者の地域生活移行に関する目標 

項目 目標 目標の考え方 

令和５年度末までの 

地域生活移行者数 
１1人 

令和元年度末時点の施設入所者数（２０１人）のうち５％が地

域生活へ移行 

令和５年度末におけ

る 

施設入所者数 

設定なし 

本市は、国の基本指針の主旨を追求しながらも、入所を希望

する待機者は多く、令和２年７月末現在で８１名となっている

ことから、施設入所者の削減は、現状とそぐわない面もあるた

め、目標は設定していません。 
 

表２－２ 【参考】第５期計画期間における実績の推移と令和２年度の見込み 

項目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

地域生活移行者数 ６人 ３人 ０人 

各年度末における 

施設入所者数 
２０４人 ２０１人 ２０５人 



第２章 計画の成果目標 

7 

２．精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の基本指針では、精神障がい者（発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。以下同じ。）

が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障がい

福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された体制

について今後も計画的に推進する観点から、以下の目標を設定するものとしています。 

 

【国基本指針及び県における目標】 

国の基本指針の考え方 県の考え方 

 令和５年度における精神障がい者の精神病床から退院

後１年以内の地域での平均生活日数 

→３１６日以上とすることを基本とする。 

 令和５年度末の精神病床における１年以上長期入院患

者数（６５歳以上、６５歳未満）の減少。 

 精神病床における早期退院率の上昇 

 国の基本指針のとおり 

 

上記の目標については、埼玉県の計画で設定していますが、本市では、保健・医療・福祉

関係者による協議の場の設置等により、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築を進めます。 
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３．地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

国の基本指針では、地域生活支援拠点等の整備及びその機能の充実について、以下のと

おり目標を設定することとしています。 

 

【国基本指針及び県における目標】 

国の基本指針の考え方 県の考え方 

 令和５年度末までに、各市町村または各圏域に１つ以上の地域

生活支援拠点等を確保する。 

  地域生活支援拠点等の機能充実のため、年１回以上運用状況

を検証、検討する。 

 国の基本指針のとおり 

 

本市においては、国の基本指針及び県の考え方を踏まえ、次の表２－３のとおり目標を

設定します。 

 

表２－３ 本市における地域生活支援拠点等の整備に関する目標 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 

令和３年度末までに地域生活支援拠点等を整備する。 

【目標の考え方】 

前期計画では、「令和２年度末までの整備」が目標でした。しか

し、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、障害者地域自立支

援協議会の専門部会において、設置に向けた協議が進められな

かったため、令和３年度末を整備目標とするものです。 

運用状況の検証及び検討 令和４年度以降、年１回以上運用状況を検証及び検討する。 

 

表２－４ 【参考】第５期計画期間における実績の推移と令和２年度の見込み 

項目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

地域生活支援拠点等の整備 未整備 未整備 未整備 
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４．福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針では、就労移行支援事業及び就労定着支援事業※5の推進により、障がい者

の福祉施設からの一般就労への移行及び定着を進めるため、一般就労へ移行した人数及び

就労定着支援事業の利用人数等について以下のとおり目標を設定することとしています。 

 
 

【国基本指針及び県における目標】 

国の基本指針の考え方 県の考え方 

[就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行者数に関する目標] 

 令和５年度中に福祉施設から一般就労へ移行した人数 

→令和元年度の一般就労への移行実績の１．２７倍以上とする。 

 就労移行支援事業の令和５年度中の一般就労への移行した人数 

→令和元年度実績の１．３０倍以上とする。 

 就労継続支援Ａ型の令和５年度中の一般就労への移行した人数 

→令和元年度実績の１．２６倍以上とする。 

 就労継続支援Ｂ型の令和５年度中の一般就労への移行した人数 

→令和元年度実績の１．２３倍以上とする。 

[就労定着支援事業に関する目標] 

 令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行

する者のうち就労定着支援事業利用者の割合 

→７０％が就労定着支援事業を利用することを基本とする。 

 就労定着率※6が８割以上の就労定着支援事業所の割合 

→就労定着率が８割以上の事業所数を全就労定着支援事業所数

の７０％以上とすることを基本とする。 

 国の基本指針のとおり 

 

本市においては、国の基本指針及び県の考え方を踏まえ、次ページの表２－５のとおり

目標を設定します。 
 

  

                            
※5 就労移行支援事業等： 

 本計画では、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）を指しま

す。 

※6 就労定着率： 

 就労定着支援事業所における過去３年間の総利用者数のうち、年度末時点に就労定着して

いる人数の割合のことをいいます。例えば、ある就労定着支援事業所の平成３０年度から令

和２年度までの総利用者数が４０人で、この４０人のうち令和３年３月３１日時点において

就労を継続している人数が３２人である場合、その事業所の就労定着率は８割ということと

なります。 



第２章 計画の成果目標 

10 

表２－５ 本市における福祉施設からの一般就労への移行等に関する目標 

項目 目標 目標の考え方 

福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 

 
令和５年度中に一般就労へ移行

した人数 
７４人以上 

令和元年度中の一般就労への移行実績（５

６人）の１．２７倍以上かつ以下の３項目の合

計以上 

 
うち、就労移行支援事業から

の移行者数 
５４人以上 

令和元年度末の実績（４１人）の 

1.30倍以上 

 
うち、就労継続支援事業Ａ型

からの移行者数 
１７人以上 

令和元年度末の実績（１３人）の 

1.26倍以上 

 
うち、就労継続支援事業Ｂ型 

からの移行者数 
３人以上 

令和元年度末の実績（２人）の 

1.23倍以上 

就労定着率 

 
令和５年度における 

就労定着支援事業の利用者数 
５２人以上 

令和５年度における就労移行支援事業等

から一般就労への移行目標人数の７０％以

上 

 

令和５年度における８割以上の

就労定着率を達成している就労

定着支援事業所数の割合 

全事業所数

の７０％以上 

令和５年度における全就労定着支援事業

所数の７０％以上 

 

表２－６ 【参考】第５期計画期間における実績の推移と令和２年度の見込み 

項目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

一般就労移行者数 ６１人 ５６人 ５２人 

就労移行支援事業からの 

一般就労移行者数 
４９人 ４１人 ４３人 

就労継続支援事業Ａ型からの 

一般就労移行者数 
８人 １３人 ４人 

就労継続支援事業Ｂ型からの 

一般就労移行者数 
３人 ２人 ４人 

就労定着支援事業利用者数 ２１人 ５２人 ６６人 

就労定着率が８割以上の 

事業所の割合 

－ ３事業所中３事業所 

（１００％） 

４事業所中４事業所 

（１００％） 
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５．障がい児支援の提供体制の整備等 

国の基本指針では、障がい児支援の提供体制の整備等について、前計画から継続し、目

標を設定することとしています。また、医療的ケア児等への支援については、関連分野の

支援を調整するコーディネーターの配置に係る成果目標を新たに設定することとされてい

ます。 

 

【国基本指針及び県における目標】 

国の基本指針の考え方 県の考え方 

[障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築について] 

 児童発達支援センターの設置 

→令和５年度末までに、各市町村又は各圏域に少なくとも一か所以

上設置する。 

 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

→令和５年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援

を利用できる体制を構築する。 

[重症心身障がい児・医療的ケア児への支援について] 

 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

→令和５年度末までに、各市町村又は圏域に少なくとも一か所以上

確保する。 

 重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

→令和５年度末までに、各市町村又は圏域に少なくとも一か所以上

確保する。 

 医療的ケア児等のための関係機関の協議の場の設置 

→令和５年度末までに、各圏域及び各市町村に設置する。 

 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

→令和５年度末までに、各圏域及び各市町村において配置する。 

 国の基本指針のとおり 
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本市においては、国の基本指針に掲げられている項目のうち次の表２－７に掲げるもの

については、既に設置及びサービスの提供を実施しています。 

また、国の基本指針及び県の考え方を踏まえ、次の表２－８のとおり目標を設定します。 

 

表２－７ 本市における障がい児支援の提供体制の整備等に関する目標 

項目 目標の考え方 

児童発達支援センターの設置数 
平成２５年度に設置済みのため、本計画中の目標は設定して

いません。 

保育所等訪問支援を利用できる

体制の構築 

５事業所でサービスの提供を実施している（令和２年９月末現

在）ため、本計画中の目標は設定していません。 

重症心身障がい児を支援する児

童発達支援事業所の確保 

４事業所でサービスの提供を実施している（令和２年９月末現

在）ため、本計画中の目標は設定していません。 

重症心身障がい児を支援する放

課後等デイサービス事業所の確保 

５事業所でサービスの提供を実施している（令和２年９月末現

在）ため、本計画中の目標は設定していません。 

 

表２－８ 本市における障がい児支援の提供体制の整備等に関する目標 

項目 目標 

医療的ケア児のための 

関係機関の協議の場の設置 
令和２年度内に設置予定 

医療的ケア児等に関するコーディ

ネーターの配置 
令和５年度までに１０人を配置する。 

 

表２－９ 【参考】第５期計画期間における実績の推移と令和２年度の見込み 

項目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

医療的ケア児のための関係

機関の協議の場の設置 
未設置 未設置 年度内に設置予定 

※設置時期が変更となった理由 

平成３０年度末までに「関係機関による協議の場の設置」に向け取り組んでおりましたが、

審議会において設置案に対するご意見等をいただくため令和元年度へ時期を変更しました。

令和元年度に２回にわたり審議会で協議いただき設置予定でしたが、新型コロナ感染症対策

の影響のため設置時期を令和２年度に変更しています。 
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６．相談支援体制の充実・強化等 

国の基本指針では、相談支援体制の充実・強化等を推進するため、総合的・専門的な相

談支援の実施等について、以下の目標を新たに設定することとしています。 

 

【国基本指針及び県における目標】 

国の基本指針の考え方 県の考え方 

 相談支援体制の充実・強化等 

→令和５年度末までに、各市町村又は各圏域に相談支援体制

の充実・強化等に向けた取組みを実施する体制を確保する。取

組みの実施にあたっては基幹相談支援センター等がその機能を

担うことを検討する。 

 国の基本指針のとおり 

 

本市においては、国の指針及び県の考え方を踏まえ、次の表２－１０のとおり目標を設

定します。 

 

表２－１０ 本市における相談支援体制の充実・強化等に関する目標 

項目 目標の考え方 

総合的・専門的な相談支援の実施及び地域

の相談体制の強化を実施する体制の確保 
令和５年度末までに確保する。 
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７．障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築 

国の基本指針では、障がい者等が真に必要とする障害福祉サービス等を提供するための

取組みとして、以下の目標を新たに設定することとしています。 

 

【国基本指針及び県における目標】 

国の基本指針の考え方 県の考え方 

 障がい者等が真に必要とする障害福祉サービス等を提供できて

いるのかの検証 

→行うことが望ましい。 

 サービスの質の向上を図るための取組みを実施する体制の構

築 

→令和５年度末までに、市町村において体制を構築する。 

 国の基本指針のとおり 

 

本市においては、国の指針及び県の考え方を踏まえ、次の表２－１１のとおり目標を設

定します。 

 

表２－１１ 本市における障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の 

構築に関する目標 

項目 目標の考え方 

障害福祉サービス等の提供状況の検証 実施する。 

サービスの質の向上を図るための取組み

を実施する体制の構築 
令和５年度末までに構築する。 
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第３章 サービスの見込量と見込量確保のための方策 

 

 障害者総合支援法に基づくサービスには、在宅生活を支援する｢訪問系サービス｣、施設へ

の通所や入所施設での昼間のサービスである｢日中活動系サービス｣、入所施設での夜間のサ

ービスやグループホームなどの｢居住・施設系サービス｣に大別される「障害福祉サービス」

があります。さらに、計画相談、地域移行支援及び地域定着支援を行う「相談支援」、市町

村が地域の実情に応じて行う「地域生活支援事業」があります。 

 児童福祉法に基づくサービスには、施設への通所を支援する「障害児通所支援」及び計画

相談を行う「障害児相談支援」があります。 

本章では、障害福祉サービス（訪問系サービス、日中活動系サービス、居住・施設系サー

ビス）、相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援並びに障害児相談支援等の見込量と

その確保のための方策について定めます。 

 

障害福祉サービス等の一覧   

第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画 

■訪問系サービス 

 居宅介護 

 重度訪問介護 

 同行援護 

 行動援護 

 重度障害者等包括支援 

■日中活動系サービス 

 生活介護 

 自立訓練（機能訓練） 

 自立訓練（生活訓練） 

 就労移行支援 

 就労継続支援（Ａ型） 

 就労継続支援（Ｂ型） 

 就労定着支援 

 療養介護 

 短期入所 

（福祉型・医療型） 

■居住・施設系サービス 

 自立生活援助 

 共同生活援助（グループホーム） 

 施設入所支援 

 地域生活支援拠点等 

 

■相談支援 

 計画相談支援 

 

 地域移行支援 

 

 地域定着支援 

■地域生活支援事業  

 理解促進･研修啓発事業 

 自発的活動支援事業 

 相談支援事業 

 成年後見制度利用支援事業 

 成年後見制度法人後見支援事業  

 意思疎通支援事業 

 日常生活用具給付事業 

 手話奉仕員養成研修事業 

 移動支援事業 

 地域活動支援センター事業 

 専門性の高い意思疎通支援に係る事業 

 広域的な支援事業 

■障がい児支援 

 児童発達支援 

 放課後等デイサービス 

 保育所等訪問支援 

 障害児相談支援 
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１.「障害福祉サービス・相談支援」の見込量と見込量確保のための方策 

（１）訪問系サービス 

（１）-1 訪問系サービスの概要 

① 居宅介護 

居宅において障がい者等に、入浴等の介護や調理等の家事の援助等を行います。 
 

② 重度訪問介護 

居宅において、重度の肢体不自由者や重度の知的障がい、精神障がいにより行動上著

しい困難を有する障がい者等に対し、入浴等の介護や調理等の家事の援助等のほか、外

出時における移動中の介護を、総合的に行います。 
 

③ 同行援護 

重度の視覚障がい者等に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動に必要な

支援を行います。 
 

④ 行動援護 

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等に、居宅内

や外出時における危険を伴う行動を予防、または回避するために必要な支援等を行いま

す。 
 

⑤ 重度障害者等包括支援 

寝たきり状態などの常時介護を要する障がい者等に、居宅介護などの複数のサービス

を組み合わせて包括的に支援を行います。 
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（１）-2 算定の考え方 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の５つの訪問系

サービスの見込量は、これまでの利用実績をもとに、障がい者等のニーズ等を踏まえ、

平均的な１人当たり利用量等を勘案し算定します。 

 

表３－１ 訪問系サービスの実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

訪問系 

サービス 

の実績 

障がい者 
人数 ４８１ ５１６ ４７０ 

時間分 １６５，０２８ １７７，１４４ １６０，１００ 

障がい児 
人数 ５８ ４８ ５８ 

時間分 ７３９ ７０７ ７４０ 

 

表３－２ 訪問系サービスの見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問系 

サービス 

の見込量 

障がい者 
人数 ５３０  ５４０ ５５０  

時間分 ２００，０００  ２１４，５００  ２３０，０００  

障がい児 
人数 ６４  ７１  ７８  

時間分 ９６０  １，１００  １，２００  

※ 時間分：年間のサービス提供時間 

（１）-３ 見込量確保のための方策 

障害福祉サービスや相談支援の提供基盤を確保するため、これらのサービス事業者の

把握に努めるとともに、広く情報提供を行うことなどにより、事業者の参入を促進し、

サービス量の確保と質の向上に努めます。 
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（２）日中活動系サービス 

（２）-1 日中活動系サービスの概要 

① 生活介護 

常に介護を必要とする障がい者に、昼間、入浴等の介護を行うとともに、創作的活動

または生産活動の機会を提供します。 
 

② 自立訓練（機能訓練） 

障がい者に、自立した日常生活または社会生活ができるよう、理学療法、作業療法そ

の他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行

います。 
 

③ 自立訓練（生活訓練） 

障がい者に、自立した日常生活または社会生活ができるよう、入浴、排泄及び食事等

に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、そ

の他の必要な支援を行います。 
 

④ 就労移行支援 

一般就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 
 

⑤ 就労継続支援（Ａ型） 

企業等に就労することが困難な障がい者に、雇用契約に基づき、生産活動その他の活

動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要

な支援を行います。 
 

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

企業等に就労することが困難な障がい者に、生産活動その他の活動の機会の提供、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。 
 

⑦ 就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者に、一定期間、本人との相

談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整などの支

援を行います。 
 

⑧ 療養介護 

医療と常時の介護を必要とする障がい者に、医療機関において、機能訓練、療養上の

管理、看護、介護及び日常生活上の必要な支援を行います。 
 

⑨ 短期入所 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福

祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等に、施設で短期間、入浴、排泄及び

食事その他の必要な支援を行います。 
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（２）-2 算定の考え方 

日中活動系サービスの見込量については、これまでの利用実績をもとに、障がい者等

のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数等を踏まえ、平均的な１人当たり利用量

等を勘案し算定します。 

また、日中活動系サービスは継続的に利用されることが多いため、見込量については、

１か月の総利用日数で算定します。 

 

表３－３ 日中活動系サービスの実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

生活介護 
人数 ５７６ ５５４ ５６０ 

人日分 １２，６７２ １２，１８８ １２，３２０ 

自立訓練 

（機能訓練） 

人数 ０ １ １ 

人日分 ０ ２２ ２２ 

自立訓練 

（生活訓練） 

人数 ７ ７ ５ 

人日分 １５４ １５４ １１０ 

就労移行支援 
人数 １２２ １２７ １２０ 

人日分 ２，６８４ ２，７９４ ２，６４０ 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人数 １９９ ２１０ ２２０ 

人日分 ４，３７８ ４，６２０ ４，８４０  

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人数 ３２０ ３４６ ３７０ 

人日分 ７，０４０ ７，６１２ ８，１４０ 

就労定着支援 人数 ８ ２９ ３８ 

療養介護 人数 ３５ ３５ ３５ 

短期入所     

 

障がい者 

福祉型 
人数 １０８ １０７ ６２ 

利用日数 ４８６ ４９３ ３５０ 

 医療型 
人数 ２ ２ ４ 

利用日数 ７ ７ ２０ 

 

障がい児 

福祉型 
人数 １０ ８ １０ 

利用日数 ４７ ３５ ４７ 

 
医療型 

人数 ４ ４ ４ 

 利用日数 １４ １４ １４ 

※ 人日分：「月間の利用人数」×「１人１か月当たりの利用日数」 
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表３－４ 日中活動系サービスの見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 
人数 ５７０ ５９０ ６００ 

人日分 １２，５４０ １２，９８０ １３，２００ 

自立訓練 

（機能訓練） 

人数 ２ ２ ３ 

人日分 ４４ ４４ ６６ 

自立訓練 

（生活訓練） 

人数 ８ ８ ８ 

人日分 １７６ １７６ １７６ 

就労移行支援 
人数 １４０ １４０ １５０ 

人日分 ３，０８０ ３，０８０ ３，３００ 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人数 ２４０ ２５０ ２６０ 

人日分 ５，２８０ ５，５００ ５，７２０ 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人数 ３９０ ４００ ４２０ 

人日分 ８，５８０ ８，８００ ９，２４０ 

就労定着支援 人数 ４３ ４８  ５４ 

療養介護 人数 ３６ ３６  ３６ 

短期入所     

 

障がい者 

福祉型 
人数 １１０ １２０ １２０ 

利用日数 ５５０ ５７０ ５８０ 

 医療型 
人数 ４  ５  ６  

利用日数 １６ ２０ ２４ 

 

障がい児 

福祉型 
人数 １２ １５ １８ 

利用日数 ６５ １１０ ９５ 

 
医療型 

人数 ５ ６ ７ 

 利用日数 ２０ ２５ ３０ 
 

（２）-３ 見込量確保のための方策 

日中活動系サービスの充実を図るため、事業所の設置について、社会福祉法人や   

ＮＰＯ法人等に対して、国や市の補助制度の周知を図るとともに、国庫補助の採択に向

けた協議を行います。 

アンケート調査では、障がい児の短期入所の利用希望が高かったことを踏まえ、保護

者の負担軽減を図る観点からも、サービス提供体制の充実を図ります。また、特別支援

学校等卒業後の日中活動の場が確保されるように、関係機関との連携を図ります。 
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（３）居住・施設系サービス 

（３）-1 居住・施設系サービスの概要 

① 自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障がい者に、

一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた

相談・助言等を行います。 
 

② 共同生活援助（グループホーム） 

単身での生活が困難な障がい者に、共同生活を営むべき住居において、主として夜間

に、相談その他の日常生活上の援助を行います。 
 

③ 施設入所支援 

施設に入所する障がい者に、主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生

活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 
 

④ 地域生活支援拠点等 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、緊急時の受け入れ・対応

等、居住支援のための機能をもつ拠点または体制を整備します。 

 

（３）-2 算定の考え方 

居住・施設系サービスの見込量については、これまでの利用実績をもとに、障がい者

のニーズ、入所施設の待機者等を勘案し算定します。 

 

表３－５ 居住・施設系サービスの実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

自立生活援助 人数 ０ ０ ０ 

共同生活援助 人数 １５０ １９９ ２２０ 

施設入所支援 人数 ２１０ ２０６ ２０１ 

地域生活支援拠点等 箇所 ０ ０ ０ 
 

表３－６ 居住・施設系サービスの見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 人数 ２ ２ ３ 

共同生活援助 人数 ２５０  ２８０  ３１０ 

施設入所支援 人数 ２０７ ２０８  ２０９  

地域生活支援拠点等 箇所 ０ １ １ 
 

  



第３章 サービスの見込量と見込量確保のための方策 

23 

（３）-３ 見込量確保のための方策 

① グループホームの設置促進 

地域における居住の場であるグループホームの設置について、社会福祉法人やＮＰＯ

法人等に対して、国や市の補助制度の周知を図るとともに、国庫補助の採択に向けた協

議を行います。 
 

② グループホーム等の利用促進 

グループホーム等での暮らしを体験するための補助を行い、障がい者の地域生活を支

援します。 

さらに、賃貸住宅等での一人暮らしを希望する障がい者が、自らの望む地域生活を営

むことができるよう、適切な支援を行います。 
 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

地域で障がい者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要

に応じて緊急的な対応を行う地域生活支援拠点等を整備するとともに、拠点等の機能の

充実に向けて検証及び検討に取り組みます。 

 

（４）相談支援 

（４）-1 相談支援の概要 

① 計画相談支援 

障がい者等の自立した生活を支え、抱える課題や適切なサービス利用に向けて、サー

ビス等利用計画案を作成し、サービスの利用開始後には定期的に計画の見直しを行いま

す。 
 

② 地域移行支援 

入所施設等に入所している障がい者に対して、住居の確保その他の地域における生活

に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への

同行支援等を行います。 
 

③ 地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの状況

に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行います。 
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（４）-2 算定の考え方 

相談支援のサービスの見込量については、これまでの利用実績をもとに、障がい者等

のニーズや利用見込人数等を勘案し算定します。 

 

表３－７ 相談支援の実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

計画相談支援 人数 ８９  １０８  １２０ 

地域移行支援 人数 １ １ ０ 

地域定着支援 人数 ０ ０ ０ 

 

表３－８ 相談支援の見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 人数 １５０  １７０ ２００ 

地域移行支援 人数 ２ ４ ６ 

地域定着支援 人数 ２ ４ ６ 

 

（４）-3 見込量確保のための方策 

地域で生活する障がい者等とその家族を支援し、障がい者等の自立と社会参加を促進

するため、障がい者等相談支援センターの充実を図ります。また、地域移行支援及び地

域定着支援は、利用実績が少ないため、施設入所から地域生活への移行者や入院から地

域生活へ移行する精神障がい者等の利用につながるように、制度の周知及びサービスの

提供体制の充実を図ります。 
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２．「地域生活支援事業」の見込量と見込量確保のための方策 

 障害者総合支援法第７７条に基づき、障がい者等がその有する能力及び状態に応じ、自立

した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域生活支援事業を推進します。地

域生活支援事業とは、障がい者等の地域生活を支援するため地域の実情に応じて市町村が実

施する事業です。 

 

（１）理解促進・研修啓発事業 

（１）-1 理解促進・研修啓発事業の概要 

障がい者等が日常生活及び社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、

地域の住民に対して、障がいに対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓

発活動などを行います。 

 

表３－９ 理解促進研修・啓発事業の実績 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

理解促進研修・啓発事業 
実施の

有無 
実施 実施 実施 

 

表３－１０ 理解促進研修・啓発事業の見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

理解促進研修・啓発事業 
実施の

有無 
実施 実施 実施 

 

（２）自発的活動支援事業 

（２）-1 自発的活動支援事業の概要 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等や

その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動（ピアサポート、災害対策、

孤立防止活動、ボランティア活動等）を支援します。 

 

表３－１１ 自発的活動支援事業の実績 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

自発的活動支援事業 
実施の

有無 
実施 実施 実施 

 

表３－１２ 自発的活動支援事業の見込 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自発的活動支援事業 
実施の

有無 
実施 実施 実施 
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（３）相談支援事業 

（３）-1 相談支援事業の概要 

① 障害者相談支援事業 

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用支

援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との

連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行います。 

② 基幹相談支援センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援事業者等に対する

専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組み等を実

施する基幹相談支援センターを設置し、相談支援体制の強化を図ります。 

③ 基幹相談支援センター等機能強化事業 

基幹相談支援センターに専門的な知識を持つ職員を配置するなど、機能の強化を図り

ます。 

 

（３）-2 算定の考え方 

現在、相談支援事業を実施している事業所数や基幹相談支援センターの設置に向けた

検討状況等をもとに設定します。 

 

表３－１３ 相談支援事業の実績 

 単位 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

障害者相談支援事業 実施箇所数 ３ ４ ４ 

基幹相談支援センター 設置の有無 未設置 未設置 未設置 

基幹相談支援センター 
の機能強化 

実施状況 未実施 未実施 未実施 

 

表３－１４ 相談支援事業の見込量 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害者相談支援事業 実施箇所数 ４ ４ ４ 

基幹相談支援センター 設置の有無 未設置 設置 設置 

基幹相談支援センター 
の機能強化 

実施状況 未実施 実施 実施 
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（３）-3 見込量確保のための方策 

① 障害者相談支援事業 

相談支援事業を効果的に実施するため、障害者地域自立支援協議会の活動を推進し、

地域の関係機関の連携強化を図るなど、障がい者等相談支援センターにおける相談機能

を高めます。 

② 基幹相談支援センター 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、地域の相談支援体制の強化や障がい

者の地域移行・地域定着の促進のため、障害者地域自立支援協議会の専門部会において、

事業者等と連携して基幹相談支援センターの設置に向けた検討を進めます。 

③ 基幹相談支援センター等機能強化事業 

障害者地域自立支援協議会の専門部会において、基幹相談支援センターの設置に向け

た協議と併せて、機能の強化の取組みについて検討を進めます。 

 

■基幹相談支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省資料より  

基幹相談支援センター 

総合相談・専門相談 

障がいの種別や各種ニーズに対応する 
・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施 

・ 専門的な相談支援の実施 

地域の相談支援体制の強化の取組 

相談支援 
事業者 

・成年後見制度利用支援事業 
・虐待防止 
※市町村障害者虐待防止センター

（通報受理、相談等）を兼ねるこ

とができる。 
 

相談支援 
事業者 

相談支援 
事業者 

 

権利擁護・虐待防止 

・相談支援事業者への専門的指導、助言 
・相談支援事業者の人材育成 
・相談機関との連携強化の取組 

地域移行・地域定着 

・入所施設や精神科病院への働
きかけ 

・地域の体制整備に係るコーデ
ィネート 

 

児童発達 
支援センター 

 

運営委託等 

協 議 会 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

（４）-1 成年後見制度利用支援事業の概要 

成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者または精神障が

い者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、その障がい者の権利擁護を図

ります。 

（４）-2 算定の考え方 

成年後見制度利用支援事業については、過去の利用実績等をもとに算定します。 

 

表３－１５ 成年後見制度利用支援事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

成年後見制度 

利用支援事業 
件数 １３ ７ ４ 

 

表３－１６ 成年後見制度利用支援事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度 

利用支援事業 
件数 ８ １０ １３ 

 

（４）-3 見込量確保のための方策 

成年後見制度は、今後、高齢化の進行により必要性が高まることが予想されるため、

成年後見制度利用支援事業について、越谷市社会福祉協議会の「成年後見センターこし

がや」と連携し、普及・啓発に努めます。 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

（５）-1 成年後見制度法人後見支援事業の概要 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制

を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障

がい者の権利擁護を図ります。 

 

（５）-2 今後の取組み 

福祉的支援を必要とする方の成年後見制度利用を支援するため、地域生活支援事業の

成年後見制度法人後見支援事業に相当する越谷市社会福祉協議会の法人後見事業の活用

を図ります。 

また、市民後見人の養成を実施するとともに、越谷市社会福祉協議会の「成年後見セ

ンターこしがや」と連携し、市民後見人が安心して活動できるよう支援に努めます。 
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（６）意思疎通支援事業 

（６）-1 意思疎通支援事業の概要 

聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障が

い者等に、手話通訳、要約筆記の方法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を支

援する手話通訳者、要約筆記者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

（６）-2 算定の考え方 

手話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業については、過去の利用実績などをもと

に算定します。 

 

表３－１７ 意思疎通支援事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

手話通訳者派遣事業 
人数 ６４ ４８ ５３ 

件数 ８３９ ８６０ ８５０ 

要約筆記者派遣事業 
人数 １７ １５ １７ 

件数 ３２８ ２７９ ２２０ 

手話通訳者設置事業 人数 ３ ３ ３ 

 

表３－１８ 意思疎通支援事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳者派遣事業 
人数  ５５ ５７ ５９ 

件数 ８７０ ８９０ ９１０ 

要約筆記者派遣事業 
人数 １７ １８ １９ 

件数 ２６０ ３１０ ３６０ 

手話通訳者設置事業 人数 ３ ３ ３ 

 

（６）-3 見込量確保のための方策 

聴覚障がい者等のコミュニケーション支援を推進するため、手話通訳者・要約筆記者

派遣事業や手話通訳者設置事業の利用を促進するとともに、登録手話通訳者、要約筆記

者の確保と資質の向上に努めます。 
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（７）日常生活用具給付事業 

（７）-1 日常生活用具給付事業の概要 

障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常

生活の便宜や福祉の増進を図ります。本市では、日常生活用具として、以下の７区分に

基づき事業を実施しています。 
 

① 介護・訓練支援用具 

障がい者等に、特殊マットや体位変換器などの身体介護を支援する用具や、障がい児

に、訓練いすなどの用具を給付します。 
 

② 自立生活支援用具 

障がい者等に、入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置、電磁調理器など、自立生

活を支援するための用具を給付します。  
 

③ 在宅療養等支援用具 

障がい者等に、電気式たん吸引器や盲人用体温計など、在宅療養等を支援するための

用具を給付します。 
 

④ 情報・意思疎通支援用具 

障がい者等に、視覚障害者用拡大読書器や人工喉頭など、情報収集、情報伝達や意思

疎通等を支援するための用具を給付します。 
 

⑤ 排泄管理支援用具 

障がい者等に、ストーマ装具など、排泄管理を支援する用具を給付します。  
 

⑥ 居宅生活動作補助用具（住宅改修） 

障がい者等に、居宅における円滑な生活動作等を図るため、小規模な住宅改修を行う

際の費用の一部を助成します。  
 

⑦ 点字図書  

視覚障がい者に、点字により作成された図書を給付します。 
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（７）-2 算定の考え方 

日常生活用具給付事業については、過去の利用実績などをもとに算定します。 
 

表３－１９ 【障がい者】日常生活用具給付事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度（見

込） 

介護・訓練支援用具 件数 １７  ８  ８  

自立生活支援用具 件数 ３２  ３２  ３４  

在宅療養等支援用具 件数 ３２  ４５  ４７  

情報・意思疎通 

支援用具 
件数 ５７  ５６  ５９  

排泄管理支援用具 件数 ５，９３３  ６，４６３  ６，８００  

居宅生活動作 

補助用具(住宅改修) 
件数 １２ ３ ４ 

点字図書 件数 ３  １  １  
 

表３－２０ 【障がい児】日常生活用具給付事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度（見

込） 

介護・訓練支援用具 件数 １４ ７ １４ 

自立生活支援用具 件数 １４ １１ １４ 

在宅療養等支援用具 件数 ９ ９  ９ 

情報・意思疎通 

支援用具 
件数 ０ １ １ 

排泄管理支援用具 件数 ７４４ ７０６ ７５０ 

居宅生活動作 

補助用具(住宅改修) 
件数 ０ ０ １ 

点字図書 件数 ０ ０ ０ 
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表３－２１ 【障がい者】日常生活用具給付事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護・訓練支援用具 件数 １０  １２  １５  

自立生活支援用具 件数 ３６  ３８  ４０  

在宅療養等支援用具 件数 ５０  ５３  ５６  

情報・意思疎通 

支援用具 
件数 ６２  ６６  ７０  

排泄管理支援用具 件数 ７，３００  ７，８００  ８，３００  

居宅生活動作 

補助用具(住宅改修) 
件数 ６  ８  １０  

点字図書 件数 １ ２ ３ 

 

表３－２２ 【障がい児】日常生活用具給付事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護・訓練支援用具 件数 １５  １６  １７  

自立生活支援用具 件数 １５  １６  １７  

在宅療養等支援用具 件数 １０  １０  １１  

情報・意思疎通 

支援用具 
件数 １  １  ２  

排泄管理支援用具 件数 ７７０  ８００  ８２０  

居宅生活動作 

補助用具(住宅改修) 
件数 １  １  １  

点字図書 件数 1  １  １  

 

（７）-3 見込量確保のための方策 

日常生活用具の給付について、ホームページ等を通じて事業の周知を図り、ストーマ

装具や情報通信支援用具など障がいの状況にあわせた用具の給付を行います。また、訪

問や窓口相談を通じて、障がいの状況・生活の状況に応じた必要不可欠な用具の給付が

できるよう検討を行います。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

（８）-1 手話奉仕員養成研修事業の概要 

意思疎通を図ることに支障のある障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営

むことができるよう、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を

習得した手話奉仕員の養成を行います。 
 

（８）-2 算定の考え方 

手話奉仕員養成研修事業については、過去の利用実績などをもとに算定します。 
 

表３－２３ 手話奉仕員養成研修事業の実績 

 単位（年） 平成 30年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

手話奉仕員養成

研修事業 
受講者数 ２０ ２０ １２ 

 

表３－２４ 手話奉仕員養成研修事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員養成

研修事業 
受講者数 ２１ ２２ ２３ 

 

（８）-3 見込量確保のための方策 

手話奉仕員の育成を通じて、聴覚障がい者等の生活及び関連する福祉制度等について

の理解と認識を深めるとともに、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話

表現技術を習得する市民を増やし、聴覚障がい者等との交流を促進します。 

 

（９）移動支援事業 

（９）-1 移動支援事業の概要 

屋外での移動が困難な障がい者等に、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社

会参加のための外出の際の移動を支援します。 
 

（９）-2 算定の考え方 

移動支援事業については、過去の利用実績などをもとに算定します。 
 

表３－２５ 移動支援事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

移動支援事業 
人数 １５６ １７７ １５０ 

時間分 １８，７１０ １９，２８５ １１，５００ 
 

表３－２６ 移動支援事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

移動支援事業 
人数 １９０ ２００ ２１０ 

時間分 ２２，５００ ２３，７００ ２４，９００ 
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（９）-3 見込量確保のための方策 

障がい者等の外出等社会参加を促進するため、障がいの状況にあわせた移動支援を提

供できるように、事業者等と連携して、サービス提供体制の充実を図ります。なお、ガ

イドヘルパー派遣事業・全身性障害者介護人派遣事業・知的障害者介護人派遣事業、さ

らに訪問系サービスに位置づけられている同行援護等と調整を図りながら、適正かつ有

効な利用につなげます。 

 

（10）地域活動支援センター事業 

（10）-1 地域活動支援センター事業の概要 

障がい者等の地域生活支援の促進を図るため、地域活動支援センターにおいて、創作

的活動または生産活動の機会の提供や、社会との交流の促進等の便宜を供与します。 
 

（10）-2 算定の考え方 

地域活動支援センター事業については、過去の利用実績などをもとに算定します。 

 

表３－２７ 地域活動支援センター事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

地域活動支援

センター事業 

市

内 

設置箇所数 ２ ２ ２ 

施 設 利 用 人 数 １１３ １１７ １３０ 

市

外 

利用箇所数 ７ ７ ７ 

施 設 利 用 人 数 １３ １０ １０ 
 

表３－２８ 地域活動支援センター事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域活動支援 

センター事業 

市

内 

設置箇所数 ２ ２ ２ 

施 設 利 用 人 数 １４０ １５０ １６０ 

市

外 

利用箇所数 ７ ７ ７ 

施 設 利 用 人 数 １０ １１ １３ 
 

（10）-3 見込量確保のための方策 

障がい者等に創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進するため、

地域活動支援センターを設置している法人等に対して事業費の補助を行うなど、運営の

安定と質の向上を図ります。  
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（11）専門性の高い意思疎通支援に係る事業 

（11）-1 専門性の高い意思疎通支援に係る事業の概要 

聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることが困難な障がい者

等が自立した日常生活または社会生活を行うことができるようにするため、手話通訳者、

要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員（専門性の高い意思疎通支援を行う者）を養成

します。また、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する体制を整備します。 

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業及び盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業につ

いては、埼玉県が実施している事業に参画し、連携して実施します。 
 

① 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 

身体障がい者福祉の概要や手話通訳または要約筆記の役割・責務等について理解がで

き、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者並び

に要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成します。 
 

② 手話通訳者・要約筆記者派遣事業（再掲） 

聴覚障がい者等の自立と社会参加を図るため、市町村域を越える広域的な派遣や複数

市町村の住民が参加する障がい者団体等の会議、研修、講演または講義等の開催を可能

とするため、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。 
 

③ 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 

 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 
 

④ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の支援を行う

盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 

 

（11）-2 算定の考え方 

専門性の高い意思疎通支援に係る事業については、過去の利用実績などをもとに算定

します。 

 

表３－２９ 専門性の高い意思疎通支援に係る事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

手話通訳者・要約 

筆記者養成研修事業 
修了者数 ８ ３ ５ 

手話通訳者・要約 

筆記者派遣事業 
件数 １，１６７ １，１３９ １，０７０ 

盲ろう者向け通訳・ 

介助員養成研修事業 
修了者数 ０ ０ 0 

盲ろう者向け通訳・ 

介助員派遣事業 
件数 ５９ ４０ ４０ 
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表３－３０ 専門性の高い意思疎通支援に係る事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳者・要約 

筆記者養成研修事業 
修了者数 ６ ７ ８ 

手話通訳者・要約 

筆記者派遣事業 
件数 １，１３０ １，２００ １，２７０ 

盲ろう者向け通訳・ 

介助員養成研修事業 
修了者数 １ １ １ 

盲ろう者向け通訳・ 

介助員派遣事業 
件数 ４４ ４８ ５３ 

※手話通訳者・要約筆記者派遣事業の実績及び見込量については、（６）意思疎通支援事業

の手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業を合計したものです。 
 

（11）-3 見込量確保のための方策 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成を行います。また、利用者のニーズの積極

的な把握に努めるとともに、個々の障がい者等の意向を踏まえ、適任者を選定します。 

 

（12）広域的な支援事業 

（12）-1 広域的な支援事業の概要 

広域的な支援事業とは、市町村域を超えて広域的な支援を行い、障がい者等が自立し

た日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的に都道府県が行う

地域生活支援事業です。広域的な支援事業には、①都道府県相談支援体制整備事業及び

②精神障害者地域生活支援広域調整等事業が位置づけられています。 

②精神障害者地域生活支援広域調整等事業のうち、精神障害者地域移行・地域定着推

進協議会については、保健所設置市が設置主体とされています。 

精神障害者地域移行・地域定着推進協議会は、精神障がいにも対応した地域包括ケア

システムの構築を進めるにあたっての調整業務を行うため設置するものです。 
 

（12）-2 算定の考え方 

精神障害者地域移行・地域定着推進協議会については、年１回の開催を見込みます。 
 

表３－３１ 広域的な支援事業の実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

精神障害者地域移行・

地域定着推進協議会 
開催数 ０ ０ １ 

 

表３－３２ 広域的な支援事業の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

精神障害者地域移行・

地域定着推進協議会 
開催数 １ １ １ 
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（12）-3 見込量確保のための方策 

障害者地域自立支援協議会の専門部会に精神障害者地域移行・地域定着推進協議会の

機能を付与し、開催します。 

 

（13）その他の事業 

本市では、（１）～（１２）の他にも、障がい者等の自立した日常生活や社会生活を支

援するため、以下のような事業を実施しています。また、障がい者等の生活実態やニー

ズを十分に考慮しながら、必要な事業について検討します。 

 

（13）-1 訪問入浴サービス事業 

 地域における身体障がい者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴

サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図ります。 

 

（13）-2 自動車運転免許取得・改造補助事業 

 障がい者に対し、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を補助し、あるいは、

障がい者が就労等を目的に自ら所有し、運転する自動車の改造に要する費用の一部を

補助することにより、就労その他の社会活動への参加を促進します。 

 

（13）-3 日中一時支援事業 

 障がい者等の日中における活動の場を確保し、見守りや社会に適応するための日常

的な訓練等の支援サービスを提供することにより、その家族や介護者の一時的休息の

ための支援などを行います。 
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３．「障がい児支援」の見込量と見込量確保のための方策 

（１）児童発達支援 

（１）-1 児童発達支援の概要 

就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団

生活への適応訓練などを行います。 

 

（１）-2 算定の考え方 

児童発達支援については、これまでの利用実績をもとに、地域における児童数の推移、

障がい児や医療的ケア児のニーズ、保育所等での障がい児の受入状況、入所施設から退

所した後に児童発達支援の利用が見込まれる障がい児の平均的な１人当たり利用量等を

勘案し算定します。 

 

表３－３３ 児童発達支援の実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

児童発達支援 
人数 ３３８ ４２８ ５４０ 

人日分 ２，３８７ ３，２２０ ４，１００ 

 

表３－３４ 児童発達支援の見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 
人数 ６４０ ７６０ ８９０ 

人日分 ５，１００ ６，１００ ７，１００ 

 

（１）-３ 見込量確保のための方策 

利用が大きく増加しており、アンケート調査でもニーズの高いサービスであるため、

事業者等と連携し、障がい児のニーズに応じて、必要な障がい児支援の提供体制を整備

し、「発達支援（本人支援及び移行支援）」、「家族支援」及び「地域支援」を総合的に提供

していきます。また、地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保

育所等と連携を図りながら支援を行います。 
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（２）放課後等デイサービス 

（２）-1 放課後等デイサービスの概要 

 就学している障がい児に、授業の終了後や学校の休業日に、生活能力の向上のため

に必要な訓練、社会との交流の促進等に必要な支援を行います。 

 

（２）-2 算定の考え方 

 放課後等デイサービスについては、これまでの利用実績をもとに、地域における児

童数の推移、障がい児や医療的ケア児のニーズ、放課後児童健全育成事業等での障が

い児の受入状況、入所施設から退所した後に放課後等デイサービスの利用が見込まれ

る障がい児の平均的な１人当たり利用量等を勘案し算定します。 
 

表３－３５ 放課後等デイサービスの実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

放課後等 

デイサービス 

人数 １，０１２ １，１７８ １，５００ 

人日分 ７，７４０ ９，３６２ １１，８００ 
 

表３－３６ 放課後等デイサービスの見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

放課後等 

デイサービス 

人数 １，７００ １，９００ ２，２００ 

人日分 １３，５００ １５，２００ １７，２００ 
 

（２）-３ 見込量確保のための方策 

 利用が増加しており、アンケート調査でもニーズの高いサービスであるため、事業

者等関係機関と連携し障がい児のニーズに応じた支援の提供と質の向上を図るため、

放課後等デイサービスのガイドライン等の活用により障がい児と保護者に対する説

明責任を果たし、適切な支援を行います。 
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（３）保育所等訪問支援 

（３）-1 保育所等訪問支援の概要 

保育所等（保育園、幼稚園、その他児童が集団生活を営む施設）に通う障がい児等に、

当該施設を訪問し、他児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 

 

（３）-2 算定の考え方 

保育所等訪問支援については、これまでの利用実績をもとに、地域における児童数の

推移、障がい児や医療的ケア児のニーズ、保育所等での障がい児の受入または利用状況、

平均的な１人当たり利用量等を勘案し算定します。 

 

表３－３７ 保育所等訪問支援の実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

保育所等 

訪問支援 

人数 １ ４ ５ 

人日分 １ ６ ７ 

 

表３－３８ 保育所等訪問支援の見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所等 

訪問支援 

人数 ６ ７ ８ 

人日分 ８ ９ １０ 

 

（３）-３ 見込量確保のための方策 

利用実績は少ないものの増加傾向にあり、アンケート調査でも利用希望の高いサービ

スとなっています。そのため、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）

の推進を図り、「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」を活用し、事業

所の立ち上げの支援も含め、訪問支援が円滑に行えるよう、訪問先機関に対し事業の理

解を促すとともに、子育て支援担当部局や教育委員会等、関係機関との連携を図ります。 
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（４）障害児相談支援 

（４）-1 障害児相談支援の概要 

 障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を利用する際に、サー

ビス利用を通じて本人や家族の希望する生活を実現するための障害児支援利用計画

案を作成し、サービスの利用開始後には定期的に計画の見直しを行います。 

 

（４）-2 算定の考え方 

 障害児相談支援については、これまでの利用実績をもとに、地域における児童数の

推移、障がい児や医療的ケア児のニーズ等を勘案し算定します。 

 

表３－３９ 障害児相談支援の実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

障害児相談支援 人数 ５０ ５１ ６４ 

 

表３－４０ 障害児相談支援の見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害児相談支援 人数 ７０ ７７ ８５ 

 

（４）-３ 見込量確保のための方策 

障がいの疑いがある段階から障がい児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うと

ともに、関係機関をつなぐ中心となるよう、障がい児支援担当部局や教育委員会等との

連携を図り、支援の質の確保及びその向上を図ります。 
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４．「発達障がい者等に対する支援」の見込量と見込量確保のための方策 

（１）ペアレントプログラムによる支援 

（１）-1 ペアレントプログラムの概要 

発達障がいは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、

注意欠陥多動性障がいその他のこれに類する脳機能の障がいで、その症状が通常低年齢

において発現するものとされています。 

育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域の支

援者（保育士、保健師、福祉事業所の職員等）が効果的に支援できるようなグループ・プ

ログラムです。 発達障がいやその傾向のある子どもをもつ保護者だけでなく、さまざま

な悩みをもつ保護者を対象としています。 
 

（１）-2 算定の考え方 

ペアレントプログラムの受講者数については、グループによるプログラムであるため

グループへの参加し易さや支援の効果を勘案し、見込みを設定します。 

 
 

表３－４１ ペアレントプログラムは令和３年度からの新規事業です。 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 

ペアレントプログラム 受講者数 － － － 

 

表３－４２ ペアレントプログラム受講者の見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ペアレントプログラム 受講者数 １０ １０ １０ 
 

（１）-３ 見込量確保のための方策 

県及び関係機関と連携し、ペアレントプログラムを開催します。 
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５．「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係る見

込量と見込量確保のための方策 

（１）保健・医療・福祉関係者による協議の場 

（１）-1 保健、医療、福祉関係者による協議の場の概要 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するにあたり、保健・医

療・福祉関係者が協議の場を通じて、互いに顔の見える関係を構築し、地域の課題を共

有化したうえで、システムの構築に資する取組みを推進します。 
 

（１）-2 算定の考え方 

保健・医療・福祉関係者の協議の場の開催は年１回を見込みます。 
 

表３－４３ 保健・医療・福祉関係者による協議の場の実績 

 
単位

（年） 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込） 

保健、医療、

福祉関係者 

の協議の場 

協議会の開催 回数 ０ ０ ０ 

協議会の参加者 人数 ０ ０ ０ 

協議の場における

目標設定 

設定

有無 
なし なし なし 

評価の実施 回数 ０ ０ ０ 

精神障害者地域移行・地域定着

推進協議会の開催 
回数 ０ ０ ０ 

 

表３－４４ 保健・医療・福祉関係者による協議の場の見込量 

 
単位

（年） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保健、医療、

福祉関係者 

の協議の場 

協議会の開催 回数 １ １ １ 

協議会の参加者 人数 ９ ９ ９ 

協議の場における

目標設定 

設定

有無 
あり あり あり 

評価の実施回数 回数 １ １ １ 

精神障害者地域移行・地域定着

推進協議会の開催 
回数 １ １ １ 

※精神障害者地域移行・地域定着推進協議会については、地域生活支援事業の「（１２）広域

的な支援事業」からの再掲です。 
 

（１）-３ 見込量確保のための方策 

障害者地域自立支援協議会の専門部会が「保健・医療・福祉関係者の協議の場」及び

「精神障害者地域移行・地域定着推進協議会」を兼ねるものとし、精神障がいにも対応

した地域包括ケアシステムの構築に向け、関係機関との連携を図ります。 
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（２）精神障がい者の地域生活移行に係るサービス 

（２）-1 精神障がい者の地域生活移行に係るサービス等の概要 

地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助及び共同生活援助等を通じて、精神科病

院に入所又は入院している障がい者が退院した後に、地域で安心して暮らせるように支

援します。 

  

① 地域移行支援 

入所施設等に入所している障がい者に対して、住居の確保その他の地域における生活

に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への

同行支援等を行います。 
 

② 地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの状況

に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行います。 
 

③ 自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障がい者に、

一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた

相談・助言等を行います。 
 

④ 共同生活援助（グループホーム） 

単身での生活が困難な障がい者に、共同生活を営むべき住居において、主として夜間

に、相談その他の日常生活上の援助を行います。 
 

（２）-2 算定の考え方 

サービスの見込量については、これまでの利用実績等をもとに算定します。 

 

表３－４５ 精神障がい者の地域生活移行に係るサービス利用実績 

 単位（月） 平成３０年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

地域移行支援 人数 １ １ ０ 

地域定着支援 人数 ０ ０ ０ 

自立生活援助 人数 ０ ０ ０ 

共同生活援助 人数 ４０ ５７ ６０ 
 

表３－４６ 精神障がい者の地域生活移行に係るサービス利用見込量 

 単位（月） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域移行支援 人数 ２ ３ ５ 

地域定着支援 人数 ２ ３ ５ 

自立生活援助 人数 １ １ ２ 

共同生活援助 人数 ６３ ６６  ６９  
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（２）-３ 見込量確保のための方策 

地域移行支援、地域定着支援及び自立生活援助は、利用実績が少ないため、入院から

地域生活へ移行する精神障がい者の利用につながるように、制度の周知及びサービスの

提供体制の充実を図ります。 

地域における居住の場であるグループホームの設置については、社会福祉法人や  

ＮＰＯ法人等に対して、国や市の補助制度の周知を図るとともに、国庫補助の採択に向

けた協議を行います。 
 

■精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
厚生労働省資料より  

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村 

バックアップ 

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所 

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター 

バックアップ 

 

企業、ピア・サポート、自治会、ボランティア、NPO 等 

 

 日常の医療 
 

病院： 
急性期、回復期､
慢性期 

 

 

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等） 
・サービス付き高齢者向け住宅 
・グループホーム等 

病気になったら・・・  

医 療 

介護保険サービス 
 

困りごとはなんでも相談・・・ 

様々な相談窓口 

介護・訓練等の支援が必要になった

ら・・・ 

障がい福祉・介護 
■地域生活 

支援拠点 

 ■在宅系 

 

■施設・居住系

サービス 

 障害福祉サービス 
 

訪問 
通所・入所 

住まい 

   

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談） 
・発達障害者支援センター（発達障がい） 
 ・保健所（精神保健専門相談） 
 ・障害者就業・生活支援センター（就労） 
 ・ハローワーク（就労） 
 

地域包括支援センター（高齢） 

市町村（精神保健・福祉一般相談） 
基幹相談支援センター（障がい） 

訪問 

通院・入院 

安心して自分らしく暮らすために・・・ 

社会参加、地域の助け合い、教育 

圏域の考え方 

 

基本圏域（市町

村）村 

日常生活圏域 

障害保健福祉圏域 

バックアップ 

※地域包括ケアシステムは、日常生

活圏域単位での構築を想定 

※精神障がいに対応した地域包括ケ

アシステムの構築にあたっては、

精神保健福祉圏域ごとに、精神科

医療機関・その他の医療機関、地

域援助事業者、市町村による連携

支援体制を確保 

（就労）         （普及・啓発） 

 

相談業務やサービスの

コーディネートを行い

ます。 

訪問相談に対応します。 
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６．「相談支援体制の充実・強化等」に係る取組み 

（１）総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制の確保  

（１）-１ 総合的・専門的な相談支援の概要及び今後の取組み 

障がいの重度化、重複化により、多様化する障がい者等及び家族のニーズに対応する

ため、総合的・専門的な相談支援を実施します。 

また、実施に向けては、令和３年度末までの設置を目標としている基幹相談支援セン

ターがこの役割を担うことを想定し、障害者地域自立支援協議会の専門部会で事業者等

と連携を図りながら検討を進めます。 

 

表３－４７ 総合的・専門的な相談支援の実績 

 
単位

（年） 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度(見込) 

総合的・専門的な相談支援 － 未実施 未実施 未実施 

 

表３－４８ 総合的・専門的な相談支援の見込量 

 
単位

（年） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総合的・専門的な相談支援 － 未実施 実施 実施 

 

（１）-２ 地域の相談支援体制の強化の概要及び今後の取組み 

地域の相談支援体制の強化を図るため、①相談支援事業者に対する訪問等による専門

的な指導・助言、②人材育成の支援、③相談機関との連携強化の取組みを実施します。 

①及び②の実施に向けては、令和３年度末までの設置を目標としている基幹相談支援

センターがこの役割を担うことを想定し、障害者地域自立支援協議会の専門部会で事業

者等と連携を図りながら検討を進めます。 

また、③については、障害者地域自立支援協議会の専門部会や個別のケース会議等で

引き続き連携強化を図ります。 
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表３－４９ 地域の相談支援体制の充実・強化のための取組みの実績 

 
単位

（年） 
平成３０年度 令和元年度 

令和２年度 

（見込） 

相談支援事業者に対する訪問等による

専門的な指導・助言 

実施の 

有無 
未実施 未実施 未実施 

相談支援事業者の人材育成の支援 
実施の 

有無 
未実施 未実施 未実施 

相談機関との連携強化の取組みの実施 
実施の 

有無 
実施 実施 実施 

 

表３－５０ 地域の相談支援体制の充実・強化のための取組みの見込み 

 
単位

（年） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談支援事業者に対する訪問等による

専門的な指導・助言 

実施の 

有無 
未実施 実施 実施 

相談支援事業者の人材育成の支援 
実施の 

有無 
未実施 実施 実施 

相談機関との連携強化の取組みの実施 
実施の 

有無 
実施 実施 実施 
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７．「障害福祉サービス等の質を向上させるための取組み」に係る見込

量と見込量確保のための方策 

（１） 障害福祉サービスの質を向上させるための取組みの概要 

国の基本指針では、障害福祉サービスや障がい児支援サービスの質を向上させるため

の取組みとして、市町村に対し、①県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への市

職員の参加及び②障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果の共有体制の構

築を求めています。 

また、中核市を含む都道府県等に対しては、③指定障害福祉サービス事業者等への適

正な監査の実施及び④指導監査結果の関係自治体との共有を求めています。 

 

表３－５１ 障害福祉サービスの質を向上させるための取組みに係る実績 

 単位（年） 平成３０年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 

県が実施する障害福祉サービス等に係る

研修への市職員の参加 
    

障害者自立支援審査支払等システム等に

よる審査結果の共有 
    

指定障害福祉サービス事業者等への指導

監査の適正な実施 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 

指導監査結果の関係自治体との共有     

 

表３－５２ 障害福祉サービスの質を向上させるための取組みに係る見込量 

 単位（年） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

県が実施する障害福祉サービス等に係る

研修への市職員の参加 
    

障害者自立支援審査支払等システム等に

よる審査結果の共有 
    

指定障害福祉サービス事業者等への指導

監査の適正な実施 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 

指導監査結果の関係自治体との共有     

 

 本項目については、埼玉県や関係自治体と調整を要する取組みが多く含まれてい

ます。 

このため、内容については、現在調整中です。 
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第４章 計画の実現に向けて 

 

計画の実現に向けて、制度等の周知を図るため、行政や関係機関、市民が情報を共有し、

共通理解のもと各方策等に取り組まなければなりません。また、保健・福祉・教育などの

行政の各分野だけでなく、社会福祉協議会、障がい者団体、サービス提供事業者等との連

携を図るとともに、事業所の設置を検討している法人等に対し情報提供を行い、社会資源

の充実を図ることが必要です。 

さらには、障がい者等への虐待の防止など、サービス提供事業所等における利用者の安

全確保に向けた取り組みや事業所における研修等の充実を図ることも必要です。 

また、そのためには、各年度における計画の達成状況を点検・評価し、対策を行うこと

が不可欠となります。 

本市では、次に掲げる点を特に配慮して、計画の実現に努めます。 

 

（１）障害福祉サービス等に関する情報提供の充実 

障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援等の周知を図るため、

ホームページや広報、各種パンフレット等により、わかりやすく、かつ点字や録音図書な

ども活用しながら障がいの状況に応じた適切な情報提供に努めます。また、民生委員・児

童委員や身体障害者相談員・知的障害者相談員に対する研修会等を通じて、制度の周知を

図ります。 

 

（２）関係機関等の連携強化 

計画の実現を図るため、障がい保健福祉の観点からのみならず、医療、子育て支援、教

育、雇用等の分野を超えた総合的な取り組みが不可欠であり、医療機関、教育機関、職業

リハビリテーションの措置を実施する機関、その他の関係機関と連携していきます。行政

の各分野はもとより、社会福祉協議会や市民、各種団体、サービス提供事業者などが、そ

れぞれの役割を果たすとともに、障害者地域自立支援協議会等の場において相互に連携を

図ります。 

 

（３）中核市としての社会資源の確保・充実 

本市が障害福祉サービス事業所の設置に係る相談から事業所の指定、さらには定期的な

指導監査までを市が一括して実施することができるメリットを活かし、量と質の確保に努

めます。また、障がい者等の施設整備費に係る補助金について、積極的な情報提供に努め

るとともに、市の財源確保を伴う国庫補助の採択に向けた協議を行い、その活用を図るこ

とにより、社会資源の確保・充実に努めます。 
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（４）権利擁護の推進 

障がい者等に対する虐待を未然に防止するため、市民や事業所等に対して、障害者虐待

防止法※7等の周知・啓発に努めるとともに、虐待の早期発見や早期対応、緊急一時保護のた

めの居室の確保など、障がい者施設等の関係機関との協力体制の充実を図ります。また、

障がい者等やその家族などが孤立することのないよう、必要な福祉サービスの利用を促進

するなど養護者の負担軽減を図ります。 

また、「成年後見センターこしがや」を中心に成年後見制度の普及・啓発、利用に関する

相談、手続き支援等に努めるとともに、市民後見人の養成やその活動を支援し、地域で見

守り、支える仕組みづくりを進めます。 

さらに、共生社会を実現するため、障がいを理由とする差別に関する相談窓口の設置や、

学識経験者、関係機関等から構成する障害者差別解消支援地域協議会を通じて、障がいを

理由とする差別の解消を推進していきます。 

 

  

                            
※7 障害者虐待防止法（正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」）： 

  障がい者への虐待を防止し、障がい者の尊厳を守ることを目的として、平成２４年１０月に

施行された法律です。国や地方公共団体、障がい者福祉施設従事者、障がい者を雇用する事業

主などの障がい者虐待の防止等のための責務を規定するとともに、障がい者虐待を受けたと思

われる障がい者等を発見した者に対する通報義務などについて規定しています。 
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（５）計画の進行管理 

本計画は、「ＰＤＣＡサイクル※8」の考え方に基づき、各年度における地域生活への移行

や一般就労への移行などの目標、サービスの見込量について、達成状況を点検・評価し、

社会福祉審議会障害者福祉専門分科会・児童福祉専門分科会において報告します。また、

その結果に基づいて、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえながら、計画達成に向け必

要な対策を実施します。 

 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            
※8 ＰＤＣＡサイクル： 

Plan／Do／Check／Action の頭文字を取ったもので、計画（Plan）→実施（Do）→評価

（Check）→見直し（Action）の流れを次の計画に活かしていくプロセスのことをいいます。 

計画の策定 

Plan（計画） 

Check（評価）

ｔ言い切福祉 「計画」の数値目標取組の効果や 
課題の検証 

Do（実行） 

「計画」に基づく取組の実施 

Action（改善） 

評価を踏まえた取組の改善 

社会福祉審議会障害者福祉専門分科会・児

童福祉専門分科会をはじめ、市民、関係機関

等の意見を踏まえて策定 



 

 

  



 

 

 

 

 

資料編 

 
 

 
パブリックコメント後に追加します。 



 

 

 


